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１ 

 

Ⅰ 人事評価制度の必要性 
 

１ 教職員評価の経緯 

県民の教育に対する期待は、非常に大きなものがあります。その期待に応えるため

には、子どもたちの教育の担い手である教職員が、高い使命感と倫理観をもち、教育

の専門家としての資質・能力を一層高めることが必要不可欠です。また、教職員が連

携・協力し合い、一体となって教育活動に取り組むことにより、その成果は飛躍的に

向上します。 

教職員の諸能力を高め、教育活動を充実させる手立ての一つとして、教職員評価が

あります。 

    本県の教職員評価については、従前より実施してきた「勤務評定」と、平成１８年

度より追加導入した「目標管理制度」の２つの評価を実施し、これらの評価結果を人

事管理の基礎資料の一つとして活用してきました。 

平成２６年の地方公務員法の一部改正に伴い、これまで本県で行われてきた教職

員評価を基にした教職員人事評価制度を策定しました。 

 

 ２ 人事評価制度についての基本的な考え方 

人事評価については、評価結果にばかり目が行きがちですが、教育効果を高めるた

めに、教職員の能力開発という視点を特に大切にしなければなりません。 

評価者も被評価者も、人事評価制度が「よい授業」「よい指導」「よい職務」を行う

ためのツールの一つとして、有効活用するよう心がける必要があります。 

 

 ３ 人事評価制度の導入による効果 

    人事評価制度の導入により、以下の実現を目指します。 

 

（１）教職員の能力開発 （授業力、生徒指導力、職務遂行能力の育成） 

      教職員が、学校の教育目標等の設定とその具現化に主体的に参画することにより、

責任感や職務への意欲が高まるとともに、教職員一人一人が自らの強み・弱みを把

握し、自発的な能力開発等を促すことにもつながるなど、能力の向上が期待できま

す。 

  （２）教育活動の充実 （学校の教育目標の具現化） 

教職員一人一人が、より高い能力の獲得を目指すとともに、高い成果を効率的に

あげる努力をすることにより、教育活動が充実し、県民に信頼される学校づくりの

実現が期待できます。 

   （３）組織の活性化 （よりよい組織を目指す） 

          評価者と被評価者とのコミュニケ－ションを通じて、意識の共有化や職務改善等

が図られ、組織的・効率的な職務遂行が可能になります。また、教職員が主体的に

行動できる雰囲気が醸成されるなど、組織の活性化が期待できます。 

 

     これらの実現により、児童生徒一人一人の「生きる力」を育みます。 



２ 

 

Ⅱ 評価のスケジュール 

 

１ 

 

能力評価における観点の確認と、

実績評価における自己目標等（案）

の設定 

任用期間の初期に、能力評価における観点

を確認し、実績評価における「自己目標・手

立て」（案）の設定をする。 

２ 期首面談の実施と目標等の決定 
評価者との面談を通じて、自己目標と手立

てを決定する。 

３ 中間面談 
学校の実態や被評価者の任用期間に応じて

設定する。 

４ 自己評価 被評価者の任用期間に応じて設定する。 

５ 期末面談の実施と評価 被評価者の任用期間に応じて設定する。 

６ 教育委員会への提出 

２月１０日までに評価者が提出する。 

※ 勤務時間が週当たり平均１５．５時間
以上の会計年度任用職員については、前
期の実績評価を９月１０日までに評価者
が提出する。 

７ 本人への評価結果の伝達 被評価者の任用期間に応じて設定する。 

 

 評価のスケジュールについては、任用期間によって異なるため、評価者との十分な確

認が必要です。 

 

Ⅲ 被評価者及び評価者 

  

 ＜ 被評価者 ＞ 

臨時的任用職員及び会計年度任用職員のうち、任用当初に６月を超える任用が見

込まれる者が被評価者（評価実施対象者）となります。 

兼務している職員の人事評価は、本務校で行います。 
 

 ＜ 評価者 ＞ 

   所属校の副校長又は教頭が一次評価者、校長が二次評価者となります。 

（面談は、校長又は副校長・教頭が行います。） 
 

 ○ 評価補助者について 

     大規模校等で、一人の評価者が評価する人数が多い場合や、評価者と被評価者の

主な勤務場所が異なる場合など、所属長の指定により必要に応じて評価を補助する

者（以下「評価補助者」という。）を置くことができます。 

評価補助者は、二次評価者の指示に基づき、指定された被評価者の職務内容等につ

いて、評価者に情報提供を行います。ただし、評価の決定や「人事評価シート」の記

入はできません。 

評価補助者を置く場合は、年度当初に二次評価者から被評価者に対して、その旨を

伝えます。   



３ 

 

Ⅳ 人事評価シートの様式と記入について 

「人事評価シート」は、職名によってシートが異なります。「人事評価シート 臨時

的任用職員・会計年度任用職員用」（様式Ａ）から該当する様式を選択し活用します。

人事評価シートへの記入は、パソコンまたは黒ペンとします。 

 

 

 ＜ 期首面談前に記載すること ＞ 

 

１ 「所属コード」、「学校名」、「職員番号」、「氏名」を正しく記入します。 

     

２ 「主な校務分掌」は、今年度の校務分掌のうち、重要度の高いものや実績評価の目

標として挙げるものを中心に記載します。 

 

３ 「昨年度の成果と課題」については、前年度の取組での成果及び課題を記入します。

（前年度に評価対象者でなかった場合は、斜線を引きます。） 

 

４ 実績評価 

（１）「自己目標」は、３つの職務区分について、それぞれ１つ以上の自己目標（案）

を記入します。自己目標については、学校の教育目標を受けて設定するものであ

り、その他に校長が示す学校経営・運営ビジョンや学年経営の目標等を把握した

上で設定することが必要です。（会計年度任用職員は、自らの職務内容について

自己目標を設定することとし、職務区分は設けません。） 

     なお、「① 自己目標・手立ての設定」（Ｐ５～８）、「「自己目標・手立て」の記

入について」（Ｐ２２）を熟読してください。 

    

（２）手立てについては、目標を達成するためにどのような手立てを講ずるのか、で

きるだけ具体的に記載します。 

 

 ＜ 期首面談後に記載すること ＞ 

   被評価者は、評価者から受けた指導助言を、人事評価シートの「指導助言」欄に記

入します。また、それらをもとに、必要に応じて実績評価の「自己目標」並びに「手

立て」を修正し、評価者に再度提出します。 

 

＜ 中間面談後に記載すること ＞ 

   被評価者は、評価者から受けた指導助言を、人事評価シートの「指導助言」欄に記

入します。 

   なお、途中で自己目標や手立てを変更する必要がある場合は、評価者との面談を

通して変更し、訂正した人事評価シートを評価者に再度提出します。 

 

 ＜ 評価時に記載すること ＞ 

   実績評価及び能力評価について、５段階で自己評価します。また、実績評価の「実

施結果」、能力評価の「発揮状況」の欄には、自己評価の根拠となる事項を中心とし

た、今年度の取組の主なものについて記載します。 



４ 

 

Ⅴ 評価について 

１ 評価の客観性、公平性 

自己評価は、自己の取組について客観的に見るきっかけとするために行います。 

評価者による評価は、評価期間中の職務行動や達成状況を評価基準に照らし、絶対

評価で評価します。さらに、評価の客観性・公平性を保つために、一次評価者、二次

評価者による複数の評価を実施します。 

評価はすべてＳ，Ａ，Ｂ（通常），Ｃ，Ｄの５段階評価になります。 

 

２ 評価の対象 

    （１）対象となる範囲 

          評価の対象は、被評価者の職務遂行における行動及びその結果で、日常の行動

観察と事実に基づいた評価を行います。 

 

    （２）対象となる期間 

         評価の対象は、定められた評価期間内の行動及びその結果であり、前回の評価

結果や評価期間外の取組は評価の対象とはなりません。また、評価する直近だけ

でなく、期間全体にわたる事実に基づいて評価を行います。 

 

    （３）対象となる時間 

         原則として、勤務時間内が評価の対象となります。ただし、部活動や突発的な

生徒指導など、校務分掌の中で時間外にも取り組まざるを得ないものについて

は、内容や経過等を総合的に勘案する必要があります。 

       また、時間外勤務を助長することのないよう、十分注意が必要です。 

 

３ 評価結果のフィードバック 

評価結果をフィードバックすることは、次のような効果が期待できます。 

○ 評価の透明性や公平性を高めることができる。 

○ 評価結果をもとに指導助言を行うことで、被評価者の意欲や能力のさらなる向上 

を図ることができる。 

 

 ４ 実績評価・能力評価 

評価は、自己目標に応じて、あげた実績の達成度等の度合いを評価する実績評価と、

職務遂行において発揮した能力の度合いを評価する能力評価について、自己評価並び

に評価者による評価を行います。 

 

○ 「実績評価」… 目標に応じて、あげた実績の達成度等の度合いを評価する。 

○ 「能力評価」… 職務遂行において発揮した能力の度合いを評価する。 

 

 



５ 

 

（１）実績評価  

実績評価については目標管理手法を活用し、教育公務員としての資質・能力等

の向上を図ります。 

目標管理手法は、教職員一人一人が学校の教育目標や学校経営・運営ビジョン

を踏まえた自己目標・手立てを設定し、その達成状況を評価しながら、職務遂行

能力の向上を図るものです。自己目標・手立てを設定することにより、教職員の

主体的な職務への取組や、学校の教育目標の達成に向けた組織的・有機的な取組

が期待されます。また、設定した目標に対して、どのような姿勢で取り組んだか、

どの程度達成できたか、残された課題は何か等について自己評価をするため、成

果や改善すべき点を認識することができます。  

このようなマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を機能させることによ

り、教職員は継続的に自己啓発・自己改革を図ることができます。さらに、自己評

価だけではなく評価者による評価を取り入れることで、評価の客観性を高めつつ

自己の取組を振り返ることができます。 

① 自己目標・手立ての設定 

学校の教育目標等をふまえて、次の「職名に応じた職務区分」について、年度内

に重点的に取り組む自己目標と手立てを設定します。 

  自己目標や手立てについては、期間延長の可能性がある場合、任用期間に関わ

らず、年度末まで勤務するものとして設定します。６月を超えて任用されている

者のうち、年度途中で退職する者については、退職の前に自己評価並びに期末面

談、評価者の評価を計画的に行います。 

＜ 職名に応じた職務区分 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       

自己目標や手立ては、到達すべき地点がイメージできる具体的なものであるこ

とが大切です。そのことにより、自分自身の目指す方向が明確になり、責任感・

達成意欲を高めることができます。また、評価者が指導助言し評価していく上で

も、目標や手立ては具体的にする必要があります。 

（目標において具体的な表現が困難な場合は、手立てに到達すべき地点を示す

ようにします。） 

職 名 職  務  区  分 

講 師 学習指導 生徒指導 
学校運営・ 

校務の処理 

養護助教諭 
保健指導・ 

保健管理 
生徒指導 

学校運営・ 

校務の処理 

学校栄養職員 食に関する指導 給食運営管理 
学校運営・ 

校務の処理 

実習助手 実験・実習指導 生徒指導 校務の処理 

寄宿舎指導員 生活支援 寄宿舎運営 校務の処理 

事務職員 総務・学務 
給与・財務 

・経理 

学校運営・ 

校務の処理 

※ 会計年度任用職員は、自らの職務内容について自己目標・手立てを設定することとし、

職務区分は設けません。 

 



６ 

 

職名ごとの職務の具体例については、次のとおりです。 

 

＜ 職務区分表 ＞ 

講師 

    

 

養護助教諭 

 

 

 

 

 

 

学校栄養職員 

 

 

 

 

 

 

実習助手 

 

 

 

 

 

    

寄宿舎指導員 

 

 

 

 

 

 

事務職員（市町村立学校） 

 

 

 

 

 

職務区分 職務の具体例

学習指導
教科指導、道徳指導、外国語活動（小）、総合的な学習の時間の指導、特別活動、自立活
動、実験・実習に関する業務

生徒指導
生徒指導・生活指導（学習活動・学年学級経営・特別活動、進路指導、部活動など、学校
生活全般における生徒指導・生活指導、家庭と連携した生徒指導・生活指導）

学校運営・校務の処理 校務分掌、学年学級経営、各種委員会、保護者・地域との連携

職務区分 職務の具体例

保健指導・保健管理
健康相談、健康診断、感染症の予防と対策、環境衛生、保健計画、保健室経営、救急処
置

生徒指導
生徒指導・生活指導（学校生活全般における生徒指導・生活指導、家庭と連携した生徒
指導・生活指導）

学校運営・校務の処理 校務分掌、各種委員会、保護者・地域との連携

職務区分 職務の具体例

食に関する指導 給食指導、学級・教科担任等との連携、児童生徒への個別相談・指導、調査研究

給食運営管理 栄養管理、衛生管理、物資管理、調理指導、検食等

学校運営・校務の処理 校務分掌・各種委員会、学校行事、食に関する計画への参画、保護者・地域との連携

職務区分 職務の具体例

生活支援 舎生の生活指導・支援、健康・安全に関する指導、寄宿舎行事、舎生会活動

寄宿舎運営 寄宿舎経営、舎務分掌

校務の処理 校務分掌、各種委員会、学校行事、家庭・関係機関との連携等

職務区分 職務の具体例

総務・学務
諸規程等の策定、各種申請・報告・連絡調整、諸証明事務、文書事務、調査統計事務、
児童生徒の転出入関係事務、就学援助

給与・財務・経理
給与、服務関係事務、旅費等支給事務、施設・設備等の維持管理、福利厚生関係事務、
施設設備の維持管理、物品の管理、学校予算の計画・執行、契約、収入事務

学校運営・校務の処理 学校経営への参画（校務分掌、各種委員会、学校行事等）、保護者・地域との連携等

職務区分 職務の具体例

実験・実習指導
実験・実習の諸準備及び指導、教諭の補佐、実験・実習のための機材等の点検・整備・
整理整頓、生徒の安全に配慮した実験・実習の実施

生徒指導
生徒指導・生活指導（学校生活全般における生徒指導・生活指導、家庭と連携した生徒
指導・生活指導）

校務の処理 校務分掌、実験・実習室経営、各種委員会
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＜ 自己目標・手立て設定のポイント ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校の教育目標や学校経営・運営ビジョンを踏まえて、年間の「自己目標・手立

て」（案）を設定します。目標は、網羅的ではなく重点化を図ります。 

 

２ 目標や手立ては、「何を・いつまでに（期限）・どのような方法で（方策）・どの

程度まで達成するのか（達成したいレベル）」などを具体的にすることにより、取

り組みやすくなり評価もしやすくなります。 

 

３ 長期間にわたり取り組むことになるので、設定する目標や手立てについては十分

に精査します。簡単に達成できそうなものや、明らかに高すぎるものは避けて目標

を設定します。 

 

４ 漠然とした目標や手立てでは、取組も評価も曖昧になります。達成したいレベル

や成果等を具体的にイメージして目標を設定することが大切です。 

〔それぞれの目標について、Ａ基準やＢ基準を達成した際の具体的な状況（質・量・

姿等）も想定しておきます。〕 

 

＜ 「自己目標・手立て」（案）の決め方 例 ＞ 

 

１ 「自己目標・手立て」（案）は、学校の教育目標や学校経営・運営ビジョンを十分

踏まえて設定する必要があるので、教育目標等を再度確認します。   

また、前年度の自己の取組についての成果と課題を再度確認します。 

 

２「自己目標・手立て設定のポイント」、「適切な自己目標・手立て設定のためのチェ

ックリスト」を熟読します。 

 

３ 学校の教育目標等から、自己の職名や役割に応じた目標に細分化・具体化します。 

 

４ 目標の数は、一つの職務区分に対して一つから二つ程度とし、自己の役割（校務

分掌等）や職務上の課題を整理し、重要度、困難度等を考慮して抽出します。 

 

５ 目標を達成するための手立てを検討し、より成果が上がると思われるものから選

択します。（手立ては、目標を達成するための具体的な方法等であり、年度内に実施

可能な数を設定します。） 

 

６ 「自己目標・手立て」（案）を、再度「自己目標・手立て設定のポイント」、「適切

な自己目標・手立て設定のためのチェックリスト」に照らし合わせて検討します。 



８ 

 

 

自己目標・手立ての設定にあたっては、次のチェックリストも活用します。 

 

＜ 適切な自己目標・手立て設定のためのチェックリスト ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 ＜ よりよい自己目標・手立てにするための表現 ＞ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育目標等との関連 □ 学校の教育目標等に沿ったものになっているか。 

目標レベル □ これまでの経験等に応じたレベルになっているか。 

チャレンジ性 

・自発性 

□ 能力開発やモチベーションの向上につながるか。 

（易しすぎる目標になっていないか。） 

具体性 

□ 手立てを含め、目標達成に向けて具体性があるか。 

（「何を・いつまでに・どのような方法で・どの程度まで

達成するのか」が記述してあるか。） 

実現可能性 
□ 自己の能力を十分に発揮すれば、達成できそうな目標

となっているか。（高すぎる目標になっていないか。） 

明確さ □ 達成度を評価できる表現になっているか。 

 

検討が必要と 

思われる例  
よりよい自己目標・手立てにするために 

効率化を図る 

明確化を図る 

向上させる 

企画する 

実施する 

指導する 

推進する 

図る 

努力する（努める） 

支援する 

調整する 

取り組む 

成果や達成度合い等を具体的に表現する。目標において明確

に示していない場合は、手立てにおいて成果や達成度合いが

わかるようにする。 

例） 

・ 期間を示す。（～することにより、○月までに～する。） 

・ 回数を示す。（～を○回以上～する。毎日～する。） 

・ 割合を示す。（～することにより、～を○％にする。） 

・ 達成度合いを示す。（～することにより、○までできるよ

うにする。） 

・ 結果を示す。（～することにより、～を達成する。） 

 

等、など、ほか 簡略化せずに、対象範囲をすべて具体的に示す。 

できるだけ（極力） 

必要に応じて 
達成度を曖昧にする表現は使用しない。 
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② 期首面談を通した自己目標・手立ての決定 

     被評価者は、「自己目標・手立て」（案）を記入した「人事評価シート」を評価者

に提出し、期首面談を受けます。この面談を通して相互理解を深め、課題を共有し、

解決に向けてどのように取り組むのか意見交換を行い、自己目標・手立てを決定し

ます。特に、学校の教育目標等との関連と、それぞれの目標に対してＡ基準やＢ基

準を達成した際の具体的な状況（質・量・姿等）については、評価者に詳細に説明

します。 

評価者と被評価者の意見等が異なる場合は、互いの話をよく聞き、十分かつ丁寧

な意見交換を行うようにします。 

 

③ 自己目標達成に向けた具体的な取組 

被評価者は、自己目標を達成するために、自己のスケジュールを管理しながら計

画的に取り組みます。年度の途中で自己目標や手立てを追加・修正する必要がある

場合は、評価者との面談等を踏まえて変更することができます。自己目標等を変更

した場合は、変更・追加内容を記入した「人事評価シート」を評価者に再度提出し

ます。（単に「進捗状況が遅れている」「達成できそうにない」という理由での目標

変更はできません。）また、職務遂行の過程で、突発的な事態や状況の変化等により、

新たな課題や困難な状況が生じた場合は、随時、評価者に報告し指導助言を求めま

す。 

 

④ 自己評価 

自己評価により自分自身を客観視することで、自分の強みや弱みに気が付き、長

所を伸ばし､短所を克服することにつながります。いわば、自己評価は成長への出発

点です。被評価者は、自己目標の達成状況および当年度の取組を振り返り、文言に

よる具体的な評価〔実施結果（自己評価）〕と、評価基準に基づいた評価を行います。 

評価基準に基づいた評価は次の５段階とし、おおむね職・役割に期待される成果

をあげた場合は「Ｂ」（通常）となります。 

 

＜ 実績評価の評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、自己評価は、自己の取組について客観的に見るきっかけとするために行う   

ものであり、評価者の評価に直接影響することはありません。 

段階 自己目標の達成状況 

Ｓ 
職・役割に期待される以上の成果をあげ、組織全体の職務の遂行に大

きく貢献した。 

Ａ 職・役割に期待される成果を十分にあげた。 

Ｂ おおむね職・役割に期待される成果をあげた。 【通常】 

Ｃ 職・役割に期待されるまでの成果をあげられなかった。 

Ｄ 
職・役割に期待される成果をほとんどあげられず、職務にも支障をき

たした。 
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（２）能力評価 

     能力評価は、あらかじめ設定された共通の評価項目について評価します。職務遂

行にあたり、実際に発揮された能力を評価するものであり、職務上とられた行動

（能力が現れたもの）をもとに評価します。 

     それぞれの評価項目（職務上とられた行動）が、一時的ではなく常にとられてい

るかという観点で評価をするものです。 

共通の評価項目を活用することには、次のような利点があります。 
 

○ その職に期待し求められる役割像（社会が求める望ましい教職員像）や、 

被評価者が目指す姿が具体的に見える。 

○ 被評価者は、自分自身を客観的に見つめ直すことができる。 

○ 評価者は、より具体的に評価することができる。 
 

      なお、能力評価は、潜在的能力や職務に関係のない能力、人格等を評価するもの

ではありません。 

 

① 実践と指導助言 

被評価者は、職務上求められる行動（能力評価の観点等）を確認し、これまでの

自己の状況について振り返るとともに、評価の観点等を念頭において、それらが達

成できるよう日常の職務を遂行します。 

評価者は、実績評価と同様、被評価者の能力の発揮状況を把握するとともに、必

要に応じて指導助言します。 

 

② 自己評価 

自己評価により自分自身を客観視することで、自分の強みや弱みに気が付き、長

所を伸ばし､短所は克服することにつながります。いわば、自己評価は成長への出

発点です。能力評価についても、当年度に発揮された能力について自己評価をしま

す。評価は、文言による具体的な評価〔発揮状況（自己評価）〕と、評価基準に基づ

いた評価を行います。評価にあたっては、評価基準表（別冊）等を活用します。 

評価基準に基づいた評価は、次の５段階とし、おおむね職・役割に期待される能

力が発揮された場合は「Ｂ」（通常）となります。 

＜ 能力評価の評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、自己評価は、自己の取組について客観的に見るきっかけとするために行う

ものであり、評価者の評価に直接影響することはありません。 

段階 能力の発揮状況 

Ｓ 職･役割に期待される以上の能力が十分に発揮できた。 

Ａ 職･役割に期待される能力が十分に発揮できた。 

Ｂ 職･役割に期待される能力がおおむね発揮できた。  【通常】 

Ｃ 職･役割に期待される能力が十分に発揮できず、時に職務に支障をきたした。 

Ｄ 職･役割に期待される能力が発揮できず、頻繁に職務に支障をきたした。 
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Ⅵ 面談について 
    面談は、期首面談、中間面談、期末面談を行います。 

   １ 期首面談 

       自己目標・手立て（案）を記入した「人事評価シート」を副校長又は教頭に提出

し、校長又は副校長・教頭と期首面談を実施します。期首面談の内容は次のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 中間面談 

    現在の進捗状況の確認や、今後のスケジュール、課題等を共有することは、被評価

者の目標達成や能力発揮につながります。中間面談は、被評価者の任用期間や学校の

実態に応じた方法で設定します。 

 

 ３ 期末面談 

被評価者は、自己評価の結果を記入した「人事評価シート」を評価者に提出します。

期末面談においては、職務への取組状況や自己評価、評価の理由等について説明する

とともに、具体的な成果等について話し合います。 

被評価者は、評価者から受けた指導助言を真摯に受け止め、今後の職務遂行や能力

開発に生かすよう努めます。 

（校長と副校長、教頭は、被評価者の当年度の取組について事前に情報交換を十分に

行い、面談に臨みます。） 

＜ 期首面談の内容 ＞ 

 

 １ 被評価者は、能力評価の観点から、自己の役割や期待される行動等を確認

します。 

 

２ 被評価者は、実績評価にかかる次の内容について評価者に説明します。 

（１）「自己目標・手立て」（案）設定の理由 

（学校の教育目標等との関係について） 

（２）目標達成に向けた手段やスケジュール 

① 何を 

② いつまでに（期限） 

③ どのような方法で（方策） 

④ どの程度まで達成するのか（達成したいレベル） 

（３）目標に対して、Ａ基準やＢ基準を達成した際の具体的な状況（質・

量・姿等）の確認  

（４）期待される効果について 

 

 ３ 評価者は、内容を一つずつ確認しながら指導助言を行い、自己目標と手立

ての決定を支援します。 
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本制度は評価者と被評価者が信頼関係で結ばれることで、大きな成果につながり

ます。日頃から情報交換を十分に行うなど、評価者と被評価者が互いにコミュニケー

ションをとる努力をすることで充実した面談となり、ひいてはよりよい組織づくり

へとつながります。 

 

 

Ⅶ 評価者による評価 
    評価者は、被評価者との面談や様々な記録、評価補助者から提供された情報等を参

考にし、客観的な判断基準を基に絶対評価で評価します。さらに校長は、それらの評

価から、実績総合評価、能力総合評価および総合評価を算出し、人事評価シートに記

入します。 

１ 実績評価 

 （１）職務区分ごとの評価 

評価者は、様々な記録等をもとに、それぞれの職務区分について５段階評価を

行います。 

おおむね職・役割に期待どおりの成果をあげた場合は、「Ｂ」（通常）となりま

す。 

 

 ＜ 実績評価の評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）評価ポイントの算出 

    それぞれの実績評価の評価結果を、ポイントに換算します。 

 

 ＜ 実績評価におけるポイント ＞ 

 

 

 

 

 

段階 自己目標の達成状況 

Ｓ 
職・役割に期待される以上の成果をあげ、組織全体の職務の遂行に大

きく貢献した。 

Ａ 職・役割に期待される成果を十分にあげた。 

Ｂ おおむね職・役割に期待される成果をあげた。  【通常】 

Ｃ 職・役割に期待されるまでの成果をあげられなかった。 

Ｄ 
職・役割に期待される成果をほとんどあげられず、職務にも支障をき

たした。 

 

   

段  階 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ポイント ５ ４ ３ ２ １ 
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（３）実績総合評価の決定 

実績評価の平均ポイントから、実績総合評価を決定します。 

 

   ＜ 実績総合評価の換算ポイントと評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合 

評価 
平均ポイント 実績総合評価の評価基準 

Ｓ ４．５以上 
職・役割に期待される以上の成果をあげ、組織全体の職

務の遂行に大きく貢献した。 

Ａ ３．５以上 職・役割に期待される成果を十分にあげた。 

Ｂ ２．５以上 おおむね職・役割に期待される成果をあげた。【通常】 

Ｃ １．５以上 職・役割に期待されるまでの成果をあげられなかった。 

Ｄ １．５未満 
職・役割に期待される成果をほとんどあげられず、職務

にも支障をきたした。 
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２ 能力評価 

（１）各項目の評価  

評価者は、様々な記録等をもとに、それぞれの評価項目について５段階評価を

行います。 

職･役割に期待される能力がおおむね発揮された場合は、「Ｂ」（通常）となりま

す。 

 

 

   ＜ 能力評価の評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価ポイントの算出 

    それぞれの能力評価の結果を、ポイントに換算します。 

 

 ＜ 能力評価におけるポイント ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 能力の発揮状況 

Ｓ 職･役割に期待される以上の能力が十分に発揮された。 

Ａ 職･役割に期待される能力が十分に発揮された。 

Ｂ 職･役割に期待される能力がおおむね発揮された。  【通常】 

Ｃ 
職･役割に期待される能力が十分に発揮されず、時に職務に支障をきた

した。 

Ｄ 職･役割に期待される能力が発揮されず、頻繁に職務に支障をきたした。 

 

   

段  階 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

ポイント ５ ４ ３ ２ １ 
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（３）能力総合評価の決定 

     能力評価の平均ポイントから、能力総合評価を決定します。 

 

    ＜ 能力総合評価の換算ポイントと評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 ポイント 能力総合評価の評価基準 

Ｓ ４．５以上 
職･役割に期待される能力を大いに発揮し、他の教職員の模

範となるなど当該職として特に優秀な能力を発揮した。 

Ａ ３．５以上 
職・役割に期待される能力を十分に発揮し、職務を円滑に

遂行できた。 

Ｂ ２．５以上 
職･役割に期待される能力がおおむね発揮され、職務遂行

上、特に支障がなかった。  【通常】 

Ｃ １．５以上 
職･役割に期待される能力が十分に発揮されず、職務遂行

上、時に支障をきたすことがあった。 

Ｄ １．５未満 
職･役割に期待される能力が発揮されず、職務遂行上、頻繁

に支障をきたした。 
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３ 総合評価 

実績総合評価・能力総合評価の２つの評価の平均を原則として、総合評価を決定し

ます。 
 

  ＜ 総合評価の評価基準 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   実績総合評価、能力総合評価の評価結果が異なった場合の総合評価も、２つの評価

の平均を原則としますが、目標として設定したもの以外の職務への取組状況、プロセ

ス、他の教職員への協力状況など、様々な視点から総合的に判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 評価の留意点 

（１）評価の客観性・信頼性 

評価の客観性・信頼性を担保するために、次の点について留意します。 

① 事実とその記録に基づいた評価を原則とする。 

② 一次評価者の評価や、評価補助者等の資料を参考にする。 

③ 最終的な結果のみを見るのではなく、年間を通した取組状況や、結果に至る

までのプロセスを大切にする。 

④ 児童生徒、保護者の意見やアンケート等も、必要に応じて参考にする。 

 

（２）評価方法 

評価については絶対評価とします。 

段階 総合評価の評価基準 

Ｓ 
求められる行動をはるかに上回る勤務状況であり、組織目標の達成に大いに

貢献するなど他の模範であった。                 

Ａ 
求められる行動が確実にとられており、目標達成に向けて大いに努力し求め

られた以上の役割を果たした。 

Ｂ 求められる行動や役割をおおむね果たした。  【通常】 

Ｃ 求められる行動や役割を一部しか果たしていなかった。 

Ｄ 求められる行動や役割を果たしておらず、職務にも支障をきたした。 

 

 

   

＜ 評価者が考慮すべき例 ＞ 
 

○ 自己の職務以外にも周囲への支援を熱心に行い、組織に多大な貢献をした。 

○ 目標以外の職務にも意欲的に取り組み、大きな成果をあげた。 

○ 大きな成果をあげ、他の教職員の模範となった。 

● 実績評価の目標は達成したが、その他の職務には意欲が見られなかった。 

● 実績評価の目標は達成したが、周囲に協力しなかった。 

● 目標以外の職務を怠り、周囲に多大な迷惑をかけた。 
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－ 参 考 － 〈 評価のレベル感について 〉 

 

■「Ｂ」評価（通常）について 

○〈 実績評価 〉 

職・役割にふさわしい実績をあげている状態は「Ｂ」評価（通常）です。 

例えば、研修主任が校内研修や授業研究会等を主導したり、研究記録をまとめたり  

することは、役割として期待される「通常」果たすべき水準として「Ｂ」となります。 

○〈 能力評価 〉 

  「能力評価における評価基準表」に掲げられた評価の観点（求められる行動）は、   

当該職の職務を遂行するために身に付けていることが望ましい能力の発揮度を示す基  

準です。これらの基準をおおむね満たされている状況を「通常」果たすべき水準とし  

て「Ｂ」としています。 

 

■「Ａ」「Ｓ」上位評価について 

「通常」果たすべき水準をベースとして、当該職に求められる行動が確実にとられ  

ており、さらに目標達成に向けて大いに努力し、求められた以上の役割を果たしている

場合は、「Ａ」となります。例えば、自校の学校目標の達成や課題解決に大きく貢献した

場合、あるいは、研究成果を発表して教育事務所管内で評価されるなど模範となる優秀

な水準に付与されます。（ただ単に、「がんばった」という印象で評価するものではあり

ません。） 

期待される行動が通常をはるかに上回る、特に優秀な場合は「Ｓ」となります。例   

えば、全県以上で模範となる、表彰を受けるなど極めて優秀な水準に付与されます。 

 

■「Ｃ」「Ｄ」下位評価について 

「通常」に達していない（物足りない）、時として職務に支障をきたし、当該職・役   

割として十分な能力発揮状態とはいえない場合、例えば、指導改善のための校内等研  

修が必要な水準は「Ｃ」となります。 

また、頻繁に職務に支障をきたし、通常の水準にはるかに及ばない場合、例えば、   

指導改善のための教育センター研修が必要な水準は「Ｄ」となります。 

 

〔管理職の指導・助言が必要な程度〕 

・Ｓ、Ａ → 指導・助言の必要がほとんどない（安心して任せていられる）。 

・Ｂ   → 日常の指導・助言で十分である（通常必要となる程度の指導・助言 

      を行っていれば職務を遂行できている）。 

・Ｃ   → 日常の指導・助言では不十分なことがある（管理職や他の職員の援 

助がないと職務を遂行できないときがある）。 

・Ｄ   → 常に指導・助言が必要である（常に管理職や他の職員の目配りや援 

助が必要である）。 
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Ⅷ 評価結果の提出、伝達、保管 

 １ 評価結果の提出 

校長は、教職員全員の評価が終了後、評価結果を２月１０日までに服務監督権のあ

る教育委員会に提出します。 

なお、会計年度任用職員のうち、勤務時間が週当たり平均１５．５時間以上の職員

については、前期評価（実績評価）を９月１０日までに服務監督権のある教育委員会

に提出します。 

 

 ２ 評価結果の伝達 

評価者は、被評価者一人一人に対して、次の内容を口頭で伝達します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果を伝達する際、自己評価と評価者の評価結果に違いがあったとしても、評
価の「高い・低い」だけにとらわれず、違いがどこにあるのか十分に話し合い、確認
し合うことが重要です。被評価者が評価に納得ができない場合は、面談の時間を十分
に確保して話し合います。 

 

 ３  人事評価シート等の保管 

「人事評価シート」、「人事評価報告書」については、二次評価者が責任をもって保

管します。保管期間は評価が決定してから２年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 評価結果の伝達内容 ＞ 

 

１ 評価結果（実績総合評価、能力総合評価、総合評価） 

２ 評価の主な根拠等 

３ 今後、期待している点 

４ その他 
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Ⅸ 評価の活用 

自己評価や評価者の評価、指導助言等により、教職員の自己啓発につながるようにし

ます。成果や課題はきちんと記録し、次年度につながるようにすることが大切です。今

後の研修等に反映させることも、大変有効な活用方法です。 

○ 給与への反映 

  〈 臨時的任用職員 〉 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 勤勉手当支給対象の会計年度任用職員 〉 
地方自治法の一部改正により、勤務時間が週当たり平均１５．５時間以上の会計年

度任用職員は、勤勉手当の支給対象となります。実績評価の結果を勤勉手当（６月期・

１２月期）に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※ 上記成績率は令和７年１２月期のもので、今後、給与改定により変動する場合があります。   

 

 

 

C 良好でない
（ｃ）

D

95/100
※懲戒処分を受けた者は次のとおり。

・戒告     60/100
・減給　  50/100
・停職 　 40/100

S

良好（標準）
（ｂ）

A

B

100/100

（実績評価） （成績区分） （成績率）

107.5/100 

102.5/100 

50/100 

60/100 

40/100 

※ 成績率は、令和７年１２月期のもので、今後、人事委員会勧告により変動する場合が

あります。 

（成績区分） 

Ｃ 良好でない 
（ｃ） Ｄ 

Ｓ 
優秀 
（a） Ａ 

Ｂ 
良好（標準） 

（ｂ） 

117.5/100 以内 

107.5/100 

102.5/100 
※懲戒処分を受けた者は次のとおり。 

・停職：40/100・減給：50/100・戒告：60/100 

（成績率） （総合評価） 
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Ⅹ 人事評価制度を有効に活用するためのポイント 
 

 

 

１ 評価者と被評価者の信頼関係の構築 

 

２ 人事評価制度の目的や内容の理解 

 

３ よりよい目標の設定 

 

４ 評価者による被評価者の職務遂行状況の把握と、事実に基づいた 

評価   

 

５ 面談の充実 
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－ 参 考 ― 

＜ 実施の流れ ＞ 

 

１ 校長は被評価者に対して、学校の教育目標や学校経営・運営ビジョン等を示しま

す。 

 

２ 評価者並びに被評価者は、評価のスケジュールを確認します。 

 

３ 被評価者は、臨時的任用職員・会計年度任用職員用「人事評価シート」（様式

Ａ）を準備し、能力評価の「評価の観点」を確認します。 

実績評価については、学校の教育目標等を踏まえて「自己目標・手立て」（案） 

を設定し人事評価シートに記入後、評価者に提出します。 

なお、自己目標や手立てについては、期間延長の可能性がある場合、任用期間に 

関わらず、年度末まで勤務するものとして設定します。 

 

４ 計画に従って期首面談を行います。面談の主な内容は次の２つです。 

（１）能力評価における評価の観点を確認し、被評価者に求められている姿を確認し

ます。 

（２）実績評価については、被評価者が「自己目標・手立て」(案)について評価者に

説明し十分に話し合うとともに、面談を通じて自己目標と手立てを決定します。 

 

  ５ 被評価者は､能力評価に示されている能力が発揮されるよう、また、実績評価にお

ける自己目標が達成されるよう、日々努力します。 

 

  ６ 評価者は、被評価者の職務遂行状況を適切に把握するよう努め事実を記録します。 

また、被評価者の能力向上や目標達成のために、必要な指導助言を行います。 

 

  ７ 被評価者は、年度途中に自己目標や手立てを追加・修正することができます。追加・

修正する場合は、被評価者が改善案を作成し、校長又は副校長・教頭との面談を通し

て決定します。修正した目標を「人事評価シート」に記入し、評価者に再度提出しま

す。 

 

  ８ 中間面談は実態に応じて設定し、現在の進捗状況の確認や、今後のスケジュール、 

課題等を確認します。 

 

９ 被評価者は、計画に従って「人事評価シート」に自己評価を記入し、校長に提出し 

ます。 

 

10  校長又は副校長・教頭は、被評価者の「人事評価シート」をもとに期末面談を行う

とともに、必要な指導助言を行います。 

 

  11 評価者は、被評価者の勤務期間中の取組について評価します。 

 

12 評価結果は、評価者が被評価者本人に口頭で伝達します。 
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＜ 「自己目標・手立て」の記入について ＞ 

目標には、「定量目標」と「定性目標」の２種類があります。 

 

定量目標：達成したいレベルを文字通り「量（＝数字）」で表せる目標 

定性目標：達成したいレベルについて、それが“どのような状態（＝性質）になれば 

よいか”を言葉で表す目標 

 

目標をつくる場合、定量目標でも定性目標でもかまいません。ただし、いずれの場合も、

目標の達成度を客観的に判定するために後から計測できる表現にすることが必要です。特

に、定性目標の場合は、「仕事の成果をどうやって判断するのか」という観点で判断指標

を選定することが必要です。 

「生徒の居場所のある温かく活気のある学級づくりを推進する」という目標があった場

合、どの程度まで達成するのか「達成したいレベル」が不明確です。この場合、どのよう

になればその目標が達成できたか評価することは困難です。 

そこで、評価者と被評価者が最終のイメージを共有するために、達成したいレベルや成

果等を具体的に示した目標を設定することが必要不可欠となります。 

例えば、上記の目標を「生徒の居場所のある温かく活気のある学級づくりを推進し、生

徒対象の学校評価アンケートにおいて“学校生活は楽しい”80％（昨年度 75％）“友人と

仲良く生活している”85％（昨年度 80％）を目指す。」というように、定性と定量の両面

から目標を設定すると、達成したいレベルが明確となります。 

目標は「○○を改善する」「××の向上を図る」という形ではなく、「○○という行動

をとって、結果として××を実現する」というように、結果としてどのような（価値のあ

る）ことが実現されるべきかまで示すことが大切です。 

＜記入例＞ 

 

自己目標 手立て

学

習

指

導

○　授業の質的改善を推進し、担当する

教科において、「授業がわかりやすい」

「授業が楽しい」という学習アンケート

結果が90％（昨年度85％）以上得られる

ようにする。

・「分かる・できる授業」「楽しい授業」を目指した教材教具

の研究のため、教育関係書籍を毎月２冊以上購読する。

・授業の導入では、既習事項と経験とのズレを生じさせたり、

知的好奇心を喚起したりして課題設定をする。

・新しい単元に入る際、調べ学習やグループ学習など指導方法

や指導形態を構想し、意欲的に学習に取り組めるようにする。

生

徒

指

導

○　学級での問題行動（いじめを含む）

の未然防止や早期発見のために、生徒・

保護者との信頼関係を構築し、学校評価

の生徒アンケートで｢学校生活が楽しい」

90％（昨年度87％）以上を達成する。

・生徒理解のために、週に１回以上は各教科担任や部活動顧問

との情報交換を行ったり、３ヶ月に１回個人面談を行ったりす

る。

・学級通信を毎週発行して、保護者に生徒の様子などを知らせ

るとともに、生徒の生活面で気になることがあった場合はこま

めに電話連絡をするなど共通理解を図りながら対応する。

学

校

運

営

・

校

務

の

処

理

○　生徒の思考力・判断力・表現力の向

上を図るため、研修主任として校内研修

の充実と小中連携を推進する。学習アン

ケートで「学ぶことが楽しい」「考える

ことが楽しい」と回答する生徒が全校で

80％（昨年度77％）以上を達成する

・言語活動の充実を意図した授業を全職員一人１回実施す

る。

・授業力の向上に向けた研修の充実を図るため、授業研究

会の前に毎回指導案検討会を必ず実施する。

・校区内の小学校と連携し、「家庭学習の手引き（改訂

版）」を１０月末までに作成する。

実

　

績

　

評

　

価


